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大津市環境基本計画（第３次）中間見直し支援業務 仕様書 

 

１ 委託業務名  大津市環境基本計画（第３次）中間見直し支援業務 

 

２ 委託期間   契約締結日の翌開庁日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 業務内容   令和４年度から令和１２年度までを計画期間とする「大津市環境基本

計画（第３次）」（以下「環境基本計画」という。）は、環境教育等による

環境保全の取組の促進に関する法律に基づく大津環境人を育む行動計画、

地球温暖化対策の推進に関する法律（以下、「温対法」という。）に基づく

環境にやさしい大津市役所率先実行計画及び、温対法、生物多様性基本法

及び気候変動適応法に基づくアジェンダ２１おおつを包含しており、本

業務は、これらの中間見直しに係る作業全般の支援、環境基本計画の中間

見直し案の作成、関連諸調査及び資料の作成等を行うものである。 

⑴  基礎的調査等 

ア 社会情勢調査 

環境基本計画策定時以降の環境問題に関連する社会情勢の変化について整理する。 

イ 地域概況・環境現況調査 

本市の概況及び環境の状況について整理する。既存資料調査を基本とする。 

なお、温室効果ガス排出量の推計については、令和７年度の大津市役所及び令和５

年度の大津市域における排出量の推計を実施するものとし、算定方法は地方公共団

体実行計画（事務事業編）策定・実施マニュアル（算定手法編）、地方公共団体実行

計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（算定手法編）及び別紙「温室効果ガス排

出量の推計に係る手順」に従うものとする。 

  ウ 現行計画の進捗状況の調査 

市において基礎調査を実施した結果を基に現行計画の進捗状況について整理する。 

エ 環境意識調査結果の分析 

環境に関する市民及び事業者の意識について、令和７年度に本市が実施した環境

意識調査結果（市民・事業者）及びその他関係者意見を踏まえ、環境基本計画の中間

見直しに向けた関連事項を整理する。 

オ 課題等の抽出、整理 

アからエまでの調査の結果から本市の環境特性を把握し、課題等を抽出するとと

もに、環境基本計画の見直しに向けて、各章及び記載内容ごとに見直しの方向性を整

理し、資料を作成する。 

⑵ 環境基本計画中間見直し（案）の作成 

次に掲げる検討等を踏まえ、環境基本計画中間見直し（案）を作成する。作成に当た

っては、市民及び事業者にとって身近な計画となるよう、簡潔な文章やイメージ図の挿
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入を心がけること。また、現計画の全体イメージに沿ったものとし、ＳＤＧｓとの関連

について示すこと。 

ア 目指す環境像及び基本目標の評価・見直し 

現計画における目指す環境像及び基本目標について、達成状況等を踏まえた評価

及び必要に応じて修正、追加案を検討し、整理する。 

イ 指標の設定 

各基本目標の達成状況を整理し、成果状況等を踏まえた評価及び必要に応じて修

正、追加案を検討し、整理する。 

なお、「脱炭素」については、大津市域での現状趨勢ケースでの温室効果ガス排出

量の将来予測（2030 年度まで及び 2050 年度まで）を行う。 

ウ 基本目標の達成に向けた取組の検討 

最新の指標の進捗状況や取り巻く環境の変化等を踏まえ、現行計画の基本目標の

達成状況や取組の妥当性について評価、整理するとともに、追加の取組等を検討・提

案する。 

エ 大津市環境配慮指針の整理 

最新の指標の進捗状況や環境を取り巻く社会変化等を踏まえ、市民の日常生活又

は事業者の事業活動においてよりどころとなる環境に配慮すべき指針の見直し内容

案を検討し、整理する。 

オ 進行管理方策の検討 

計画を着実に推進していくための推進体制及び進行管理の手法について検討する。 

カ 環境基本計画中間見直し（案）の作成 

各検討の結果をとりまとめて、環境基本計画中間見直し（案）及び、新旧対照表等

を作成する。また、内容を分かりやすくまとめた概要版を作成する。 

⑶ 環境審議会等の支援 

  ア 環境審議会等の運営支援 

大津市環境審議会及び大津市環境施策推進本部への出席及び会議資料案、会議記

録の作成を行う。なお、各会議への出席は、本市が依頼した場合に限る。 

  イ パブリックコメントの実施支援 

本市が実施するパブリックコメントで寄せられた意見を取りまとめ、回答案を作

成する。 

⑷ 環境基本計画中間見直し（最終案）の作成（資料編を含む。） 

パブリックコメントでの住民意見等を反映し、環境基本計画中間見直し（最終案）及

び、新旧対照表等を作成する。また、内容を分かりやすくまとめた概要版を作成する。 

なお、資料編の作成にあたっては、現行計画の資料編を参考にしながら、⑴基礎的調

査において作成した資料を活用して作成すること。 

⑸ 打ち合わせ協議 

業務の遂行に必要な事項について随時、本市と協議を行うとともに、協議録を作成す
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る。 

⑹ その他 

   環境基本計画に関連する主な計画は次のとおりであり、本業務においてはこれら計

画と環境基本計画中間見直しとの整合性を図るものとする。 

   ア 大津市総合計画 

   イ 大津市都市計画マスタープラン 

   ウ 大津市緑の基本計画 

   エ 大津市景観計画 

   オ 大津市歴史文化基本構想 

   カ 一般廃棄物処理基本計画 

 

４ 業務管理 

⑴ 実施体制 

次のア及びイの両方を満たす技術者を１名以上配置すること。 

ア 次のいずれかに該当する者であること。 

(ｱ) 技術士（総合技術監理部門（建設、衛生工学又は環境に限る。）、建設部門、衛生

工学部門又は環境部門）の資格を有する者 

 (ｲ) 建設コンサルタント登録規程により、「都市計画及び地方計画部門」又は「建設

環境部門」の登録に係る技術管理者として国土交通大臣に認定された者 

イ 直接的かつ恒常的な雇用関係（公告日現在において３か月以上）にある者であること。 

⑵ 実施計画書 

契約締結後、速やかに実施計画書を作成すること。当該実施計画書には、業務工程及

び実施体制を含めること。 

 

５ 提出書類等 

⑴ 着手時 

  ア 業務着手届 

  イ 実施計画書 

  ウ 配置技術者の資格を証する書類の写し 

⑵ 業務完了時 

ア 業務完了届 

  イ 成果物 

  ウ 業務に関わる資料等 

 

６ 成果物 

・業務報告書 ２部 

・環境基本計画中間見直し（製本版） ２部 
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・環境基本中間見直し概要版 ２部 

         ＰＤＦデータ及びワード等データ 

・その他各種調査とりまとめ資料及び関連資料 一式 

・上記内容を記録した電子媒体 １部（ＣＤ－Ｒ等） 

 

７ 留意事項 

⑴ 受託者は、本市と常に綿密な協議を行い、その意図や目的を十分に理解した上で、誠

意をもって業務を遂行するものとする。 

⑵ 業務遂行中に知り得た事項等については、いかなる理由があっても第三者に漏ら 

さないこと。業務が終了した後についても同様とする。 

 ⑶ 業務において、委託者から提供された個人情報が記録された資料等について、承 

諾なしに複写、又は複製してはならない。 

 ⑷ 受託者は、本業務の全部を一括して再委託してはならない。ただし、全体としての業

務委託の遂行に支障が生じない範囲で、本市の了承を得た上で、本業務の一部を再委託

することができる。 

⑸ 本仕様に定めのない事項については、その都度、協議して定めることとする。 



 

 

様式第１号 

                                                   令和   年   月  日 

 

 
 

滋賀県警察 署長 様 

大 津 市 長     様 

            (報告者)  
 ※ 

 取扱い警察署 
  滋賀県         警察署 

                     課 

 

 

 

 

 

 

                  課 

受  注  者 

所在地 

（本社）                                電話（  ）  － 
                                        F A X（  ）  － 

（現場事務所）                          電話（  ）  － 
                                        F A X（  ）  － 

名 称 
 
 
 

代表者 （現場事務所の代表者） 

通報者等 

（通報者の職・氏名） 
                                        電話（  ） － 

（対応者） 
  所属会社名                           電話（  ） － 

  氏 名 

  役 職 

不当介入の

行 為 者 

住 所 
                                     電話（  ） － 
                                     F A X（  ） － 

所 属  

役 職  

氏 名  

発生日時 

・ 場 所  

  令和  年    月  日      時    分頃 

〔元請・下請〕（下請の場合は、現場事務所の所在地）           電話（  ） － 
                                              F A X（  ） － 

工 事 件 名  

不 当 介 入 

の内容・  

被害の状況 

 

 

 

 

警察への

通報の状況 

（警察への通報）        有 ・ 無 

（通報先警察署）       滋賀県         警察署             課 

（ 通 報 日 時 ）       令和  年    月  日      時    分頃 
 
 注１ 第一報は、この様式に必要事項を記入した上、所轄警察署刑事課（刑事第二課）宛てに電

話で行った後、その旨を「警察への通報の状況」の欄に記入して発注者及び所轄警察署宛て
に送付（電子メール・FAX可）すること。 

  ２ 不当介入の行為者の名刺、提示物等の参考資料がある場合は、その写しを添付すること。 
   ３ 下請負先（再委託先）において発生した場合であっても、必ず受注者（元請負人）が聴取

をして記入し、通報すること。 
   ４ ※の欄は、警察署において記入すること。 

不当介入 
不当要求 

事案通報書 
業務妨害 



 

 

別紙 

温室効果ガス排出量の推計に係る手順 

 

大津市域から排出された温室効果ガス総排出量を次に定める手順に従って推計すること。 

 

⑴ 基礎情報の収集 

 温室効果ガス排出量の推計に必要な情報（以下「基礎情報」という。）を収集する。情報は

可能な限り、国、地方公共団体、その他公的機関等による公表値、統計値などの根拠が明ら

かで信頼性の高いものを用いるとともに、全ての情報について出典を明らかにすること。 

⑵ 温室効果ガス排出量の推計 

大津市域から排出された温室効果ガス（二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフ

ルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六フッ化硫黄、三フッ化窒素の７物質）を対象と

し、それぞれ部門（産業（製造業、建設業、鉱業、農林水産業）、民生家庭、民生業務、運輸

（自動車、鉄道等）、廃棄物、工業プロセス）毎に推計し、総排出量を求めること。推計に当

たっては、最新の地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル算定手法編等

を踏まえつつ、本市が行った過年度の算定方法との整合性が保持できる手法を検討すること。 

⑶ 温室効果ガス推計排出量の解析 

推計した温室効果ガス排出量について、部門毎の温室効果ガス排出状況及び総排出量の特

徴（例：エネルギー消費状況の特徴、交通部門の内訳の特徴、過年度調査結果及び他都市と

の比較、本市が取り組んだ事業に対する影響等）について解析すること。解析に当たり、必

要な社会状況の変化等必要な調査も合わせて行うこと。 

⑷ 報告書作成 

報告書作成に当たっては、本市が基礎情報から排出量までの計算過程を確認できるように

すること。加えて、本市が基礎情報を変更することにより、変更後の計算結果を得ることが

可能となるように Microsoft Excel 等にて、取りまとめること。 

また、内容をわかりやすくまとめた概要版を作成すること。 

 


